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８月１日に国税庁から平成 19 年分の路線価が公表されました。平均路線価は前年を 

８．６％上回り、東京・名古屋・大阪では上昇率が大幅に拡大しています。 

これを機会に不動産をお持ちの方は一度評価の見直しをされてみてはいかがでしょうか？ 

今回は路線価と深い関係のある資産税の特集号です。今まで弊社で受けた相続・贈与税の 

相談を紹介しますので、ご参考下さい。（大黒） 
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高槻も中心部を離れるとまだまだ田畑が多く見られます。先日、相続税の相談にこられた B さんは農地を多

く相続されていました。一般的に農地は路線価で評価せず、倍率方式という固定資産税評価額に指定された

倍率を乗じて評価しますので比較的低い評価額になります。ただし、農地が市街化区域にある場合などは、

宅地とほぼ同じような評価をすることとなり、高い評価になります。 

B さんの農地も市街化区域にあり高い評価になってしまい、さらに高槻市は特定市街化区域ですので農業

をされていても農地の納税猶予も受けることができませんでした。結局、土地ばかりで税金を払うお金がな

く、土地を売却するか、延納するか・・・という選択をしなければなりませんでした。事前の相続対策が重

要だと改めて感じました。 

特定市街化区域以外では一定の条件を満たせば、農地の相続税は猶予されます。引き続いて 20 年間農業経

営を行うと税金が免除されますので、農業経営を確実にされる方には良い制度です。ただし、途中で農業経

営をやめた場合や土地を売却した場合には、相続税額と利子税を納付しなければなりません。 

 

A さんが、配偶者を亡くされ相続税の申告に来られました。土地を多く持たれていたということで、税金を

たくさん支払わなければならないだろうと考えておられたようです。必要な書類をお預かりし、土地の測量

をし、相続税の計算をしていくと・・・土地の評価がだいぶ下がり、さらに配偶者配偶者配偶者配偶者のののの税額軽減税額軽減税額軽減税額軽減（配偶者が財

産を取得した場合、最大で 1 億 6 千万円まで非課税になります）、小規模宅地小規模宅地小規模宅地小規模宅地のののの特例特例特例特例（亡くなられた方が住

まわれていた土地を配偶者か同居していた親族が取得した場合はその土地は 80％評価減、貸している場合

の土地は 50％評価減などがある特例です、条件や面積制限がありますので詳しくはお問い合わせ下さい）

などを適用し、最終的には税金を支払わなくてもよいという結果になりました。（この場合は税金が 0 円で

も、もちろん相続税の申告は必要です。） 

相続税の申告で土地を評価する場合には、一般的には国税庁が発表した路線価を使用します。路線価×面積

で求めますが、形が歪な場合や道路に面していない場合、区画整理の対象地域である場合、セットバックを

要する場合、広大地である場合等、評価を下げることができます。路線価評価は一般的な評価ですので、必

ずしも実態に伴っているとはいえません。土地の状態はもちろん、周りの環境により土地の価値は変動しま

す。そのような場合でも、別の評価方法を用いて評価を下げることができます。是非ご相談下さい。 

また、弊社では相続後の不動産の活用方法の相談・アドバイスもしています。 
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2500250025002500 万円万円万円万円までのまでのまでのまでの贈与贈与贈与贈与にににに税金税金税金税金がかからないがかからないがかからないがかからない？？？？    
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意外意外意外意外とととと利用利用利用利用されていないされていないされていないされていない節税方法節税方法節税方法節税方法    

        

不動産を多数持つ C さんが、相続税対策をしたいということで相談にこられました。シミュレーションの

結果、まずは所有不動産のひとつであるマンションを相続時精算課税制度を利用し子供へ贈与しました。相

続時精算課税制度は相続の時に税金の計算をすることになりますので、贈与することではマンション本体に

対する相続税の節税になりませんが、不動産から発生する収益を今後子供が受け取ることができるためその

分相続財産が減らせたということになります。また、そこは地価が上昇していたため早めに移すことでより

低い評価額で財産移すことができました。 

相続時精算課税制度とは、一般の財産は 2500 万円まで（住宅取得資金は 3500 万円まで）親から子へ贈

与税がかからず財産を渡すことができる制度です。ただし、相続時精算課税制度とは前述の通り相続が起こ

ったときに相続の財産に含めて相続税を計算する制度です。税金が 0 円になる制度ではありません。また、

贈与税の申告と届出書の提出が条件となります。「2500 万円まで税金がかからず贈与できるらしい！」と

いう情報が先走ってしまい、申告をしておらず相続時精算課税制度を受けられなかった・・・という話も聞

いたことありますのでご注意下さい。また、年齢等の条件がございますので詳細はお問い合わせ下さい。 

他に制度を有効に使った事例としては、会社の業績アップにより株価があがる前に自社株を子供へ移して、

節税かつ円滑に事業承継を行った例もあります。 

資産税 HP を近日アップします♪弊社 HP に是非お立ち寄りください！http://www.e3-partners.com/ 

 

「相続税対策をしたので、だいぶ節税ができている」という D さんから相続税の申告を承りました。110

万円までは贈与がかからないため、お亡くなりになる 3 年前から D さんら相続人 3 人はそれぞれ毎年 110

万円ずつ振込んでもらい、贈与を受けていたということなのです。相続税では相続、遺贈により財産を得た

人は 3 年以内に受けた贈与財産はすべて相続税の計算に含めなければなりません。そのため 110 万円×3

年分×3 人＝990 万円は相続計算上に含まれることとなってしまいました。贈与は、いつのタイミングで

誰にあげるかということが節税をする上で重要となります。また、毎年同じ金額の贈与を続けると連年贈与

となり、連年贈与をすると、その贈与の開始の時にすべての贈与の意思があったものとみなされて、一括し

て贈与税がかかってくることもありますのでご注意下さい。 

相続税と贈与税の税率を比較すると、税率によっては贈与税を支払ってでも贈与しておいた方が特になる場

合もありますので、一度シミュレーションをしてみることをお勧めします。相続税対策は長期的に専門家に

相談しながら行うのが一番です、弊社でも相続税対策を承っているお客様もいらっしゃいますのでお気軽に

お問い合わせ下さい。 

相続税対策のうちで意外と知られていないと感じるもののひとつに、生命保険があります。先日来られた E

さんの父親も保険嫌いだったということもあり保険に入っておられず、預金として遺されておいたため全額

に対して相続税がかかってしまいました。 

生命保険金は「500 万円×相続人」が非課税ですので、その分相続税を減らすことができます。また節税

以外でも、保険金の受取人を指定できますので、お亡くなりになられた方の意思を尊重できます。節税とし

ても相続人の納税資金を貯めておくという点からもお勧めいたします。ただし、契約内容によっては贈与税

や所得税がかかってしまい節税にならない場合もありますので、まずはご相談ください。 

［お盆休み］誠に勝手ながら、8 月 14 日（火）から 8 月 16 日（木）を夏季休暇とさせて頂きます。 


